
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東北地方年金記録訂正審議会 

令和３年１２月１日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１） 年金記録の訂正を必要としたもの ２件 

         厚生年金保険関係     ２件 

 

    （２） 年金記録の訂正を不要としたもの １件

厚 生年金保険関係     １件 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2100082号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 2100045号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における請求期間②の標準報酬月額を訂正することが必要である。

平成 13年２月から同年５月までの標準報酬月額については、９万 8,000円を 50万

円とする。 

平成 13 年２月から同年５月までの訂正後の標準報酬月額については、厚生年金

保険法第 75 条ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額

として記録することが必要である。 

請求期間①について、請求者のＢ社（平成 12年９月 13日にＡ社に事業所名称変

更。以下、Ｂ社当時の期間についても事業所名称を「Ａ社」と表記する。）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることは

できない。 

請求期間③について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年

月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

       氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成12年８月29日から平成13年２月１日まで 

             ② 平成13年２月１日から同年６月１日まで 

③ 平成13年６月１日から同年10月１日まで 

    私は、Ａ社に入社してから、平成 13年 10月１日にほかの会社で厚生年金保険

被保険者資格を取得するまで、継続して同社に勤務していた。しかしながら、国

の記録では、請求期間①及び③が厚生年金保険被保険者期間となっていない。同

社の取引先が発行していた月刊誌において、私が携わっていた同社の広告掲載が

あったことから、その掲載の事実を調べれば勤務期間が分かると思うので、調査

の上、当該期間を被保険者期間として記録してほしい。 

また、Ａ社における請求期間②の標準報酬月額が、実際に支給された給与支給

額と比べて低く記録されているので、記録を訂正してほしい。 



 

第３ 判断の理由 

オンライン記録によると、請求者のＡ社に係る請求期間②の標準報酬月額は、当

初、50 万円と記録されていたところ、平成 14 年６月６日に、平成 13 年２月１日

に遡及して９万 8,000円に減額訂正される処理が行われていることが確認できる。 

また、上記遡及減額訂正処理は、請求者がＡ社における厚生年金保険被保険者資

格を喪失した平成 13 年６月１日より１年以上後であり、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成 14 年６月３日と同時期である同月６日に行われており、

オンライン記録によると、当該訂正処理が行われた時点で、請求者は、既にほかの

事業所で厚生年金保険被保険者資格を取得（平成 13年 10月１日取得）していたこ

とが確認できる。 

さらに、Ａ社の閉鎖事項全部証明書により、請求期間②において同社の取締役で

あったことが確認できる者のうち、オンライン記録により所在が判明した元取締役

に文書照会（以下「元役員照会」という。）を行ったところ、回答があった者のう

ち一人は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなったのは同社の清算のためで

あると考えられ、当該適用事業所でなくなった手続を行ったのは当時の代表取締役

である旨回答している。 

加えて、元役員照会に回答があった複数の者は、請求期間②当時、Ａ社の経営状

況は悪かった旨回答している上、オンライン記録により同社において厚生年金保険

被保険者記録が確認でき所在が判明した者に文書照会（以下「同僚照会」という。）

を行ったところ、回答があった者は、請求期間②当時、同社の経営状況は悪く給料

の遅配があった旨回答している。  

これらを総合的に判断すると、平成 14 年６月６日に行われた標準報酬月額の遡

及減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、請求者について平成 13 年２月

１日に遡って減額訂正処理を行う合理的な理由はなく、当該訂正処理に係る有効な

記録訂正があったとは認められない。 

したがって、請求者の請求期間②に係る標準報酬月額については、50 万円とす

ることが妥当である。  

請求期間①及び③について、元役員照会に回答があった複数の者は、請求者に係

る資料を保管しておらず、請求者の請求期間①及び③に係る厚生年金保険の届出、

厚生年金保険料（以下「保険料」という。）の納付及び控除について不明である旨

回答していることから、請求者の請求期間①及び③に係る厚生年金保険の届出、保

険料の納付及び控除について確認できない。 

また、同僚照会に回答があった者は、請求者の氏名は覚えているものの、詳細な

勤務実態を覚えていない上、当該回答があった者からは、請求者の請求期間①及び

③の保険料が控除されたことをうかがわせる回答を得ることはできない。 



さらに、オンライン記録において、請求者が、請求期間①当時に住所を有してい

たことが確認できるＣ県Ｄ市及び請求期間③当時に住所を有していたことが確認

できるＣ県Ｅ市に対して請求者に係る請求期間①又は③当時における住民税課税

資料の保管状況について照会したところ、両市とも当該資料は保管していない旨回

答している。 

加えて、請求者は、給与明細書、源泉徴収票等の資料を所持しておらず、Ａ社か

ら給与が振り込まれたことが確認できる預金通帳を所持していないものの、同社か

ら給与が振り込まれた金融機関はＦ銀行か、Ｇ銀行のどちらかである旨陳述してい

ることから、両行に対して請求期間①及び③当時における入出金記録の保管状況を

照会したところ、両行とも保管期限経過のため請求期間当時の記録は保管していな

い旨回答があり、請求者の請求期間①及び③における給与支給額及び保険料控除額

について確認できない。 

なお、請求者は、Ａ社の取引先が発行していた月刊誌において、自身が携わって

いた同社の広告掲載があったことから、その掲載の事実を調べれば勤務期間が分か

ると思う旨主張しているものの、当該取引先は、同社の広告を掲載したかどうか不

明である旨回答している。 

このほか、請求者の請求期間①及び③における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として請求期間①及び③に係る保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2100089号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 2100046号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 59 年４月

30日から同年５月１日に訂正することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

        氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和59年４月30日から同年５月１日まで 

    私は、昭和59年４月１日にＢ県Ｃ市に所在したＡ社に入社し、１か月の研修を

受け、同年５月からＤ県Ｅ市に所在した配属先へ異動した。請求期間も継続し

て勤務していたが、厚生年金保険被保険者記録がないので訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る人事記録簿及び同社の回答並びに請求者に係

る雇用保険の加入記録から判断すると、請求者は、請求期間において、同社に継続

して勤務（昭和 59 年５月１日にＡ社から同社Ｆ支店に異動）し、厚生年金保険被

保険者要件を満たしていたことが認められることから、請求者のＡ社における厚生

年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 59年５月１日に訂正する必要がある。 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2100084号 

厚生局事案番号 ： 東北（脱）第 2100001号 

 

第１ 結論 

昭和 35 年 12 月１日から昭和 38 年 12 月 21 日までの請求期間については、脱退

手当金を受給していない期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 35年 12月１日から昭和 38年 12月 21日まで 

 

     支給済期間 ： ① 昭和 35年 12月１日から昭和 36年２月１日まで 

             ② 昭和 36年２月１日から昭和 37年５月１日まで 

             ③ 昭和 37年５月１日から昭和 38年 12月 21日まで 

 

私は、前回、請求期間に係る脱退手当金を請求も受給もした覚えがないので、

調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい旨の訂正請求を行っ

たが、訂正は認められないとする平成 27 年 12 月 15 日付けの東北厚生局長から

の通知を受け取った。 

私は、請求期間当時、脱退手当金の制度を知らなかったので、脱退手当金を請

求したことはなく、受給していないのは間違いない。今回、日本年金機構から開

示された請求期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金

保険被保険者原票（以下「請求期間の被保険者名簿及び原票」という。）を提出

するので、再度調査の上、請求期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者の訂正請求については、（１）請求期間当時の事務処理においては、脱退

手当金を支給した場合、脱退手当金の請求書類として提出された厚生年金保険被保

険者証（以下「被保険者証」という。）に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示を



することとされており、請求者が現在も所持している被保険者証には、脱退手当金

の支給及び裁定処理を行ったＡ社会保険事務所（当時）の名称を示す「脱Ａ」の表

示が確認できること、（２）請求者は昭和 39年３月＊日に婚姻しているところ、厚

生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及び上記被保険者証によれば、請求期間の

最終事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和 38 年 12 月 21 日から

約８か月後の昭和 39年８月 25日に旧姓から現姓に氏名変更された旨の記載が確認

でき、また、請求期間の脱退手当金が同年９月４日に支給決定されていることを踏

まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えられること、（３）

請求期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りはなく、請求期間の最終事業所に

係る厚生年金保険被保険者資格を喪失した約８か月半後の同年９月４日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどから、既に

平成 27 年 12 月 15 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする東北厚生局長の

決定が通知されている。 

   しかしながら、今回、請求者は、日本年金機構から開示された請求期間の被保険

者名簿及び原票を提出し、請求期間当時、脱退手当金の制度を知らなかったので、

脱退手当金を請求したことはなく、受給していないのは間違いない旨主張して再度

訂正請求を行っているものである。 

   本事案では、請求者から新たな資料として請求期間の被保険者名簿及び原票が提

出されているところ、当該請求期間の被保険者名簿及び原票に記載された請求者の

「厚生年金保険ノ記号及番号」又は「厚年記号」及び「厚年番号」は、前述の「脱

Ａ」の表示が確認できる被保険者証の「被保険者台帳の記号番号」と一致している

ことから、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾は見当た

らず、上記平成 27 年 12 月 15 日付けで通知した内容のとおり、むしろ脱退手当金

が支給されていることをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で請求者が脱退手当

金を受け取っていないことをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

   このほか、請求内容及びこれまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、当

初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、請求者は、請求期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


